
長浜市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和６年３月２５日 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

長浜市規則第３２号 

 

長浜市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 

長浜市職員の給与に関する規則（平成18年長浜市規則第31号）の一部を次のように改正

する。 

第５４条第１項第１号中「６月に支給する場合は１００分の１１０以上１００分の

２００以下、１２月に支給する場合は１００分の１１５以上１００分の２１０以下」

を「１００分の１１２．５以上１００分の２０５以下」に改め、同項第２号中「６月

に支給する場合は１００分の１０５以上１００分の１１０未満、１２月に支給する場

合は１００分の１１０以上１００分の１１５未満」を「１００分１０７．５以上１００

分の１１２．５未満」に改め、同項第３号中「６月に支給する場合は１００分の９６．５、

１２月に支給する場合は１００分の１０１．５」を「１００分の９９」に改め、同項

第４号中「６月に支給する場合は１００分の８８以下、１２月に支給する場合は１００

分の９３以下」を「１００分の９０．５以下」に改める。 

第５４条の２第１項第１号中「６月に支給する場合は１００分の４９．２５以上、１２

月に支給する場合は１００分の５１．７５以上」を「１００分の５０．５以上」に改

め、同項第２号中「６月に支給する場合は１００分の４５．７５、１２月に支給する

場合は１００分の４８．２５」を「１００分の４７」に改め、同項第３号中「６月

に支給する場合は１００分の４３．７５以下、１２月に支給する場合は１００分の４６．２５

以下」を「１００分の４５以下」に改める。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 


